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告 示
栃木県告示第305号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域を
指定するので、同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定する区域
　　大田原市住吉町二丁目2477番、2487番６、2496番１及び2477番地先の各一部
２　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
　　ふっ素及びその化合物
３　講ずべき汚染の除去等の措置
　　地下水の水質の測定

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第306号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林予定森林の所在場所
　大田原市両郷字富士山384、919-１、919-２、920から923まで、字背土山911、912-２、字丑コロバシ913
から918まで、字岩下裏930-1、953から959まで、961、962、963-１、963-２、字久保背土山986、字宮ノ脇
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987-２、988-２から988-４まで、991、992-６、997、998-２、998-４、998-５、998-８、999、1000、字尼
塒1002-１、1004-３、字岡平1018-１、1019-１、1019-４、1021、字坊平1022、字飯森山1027、字八岡1029-
１（次の図に示す部分に限る。）、1029-５、1032-１、字中妻1037、字三平1081、字岩下前1310、字天宮裏
2170、2171、2173-１、字久留美ケ沢2178、2179-１、2180-１、2180-３、字馬小露昆沢2181-１、2181-５、
2182、2183-１、字久保薄裏2186-２、2186-４、2187、字松ノ口裏2188-１、2188-２、字関根裏2190-１、
2190-３、2192-１、2192-７、2192-８・字温泉山2194-１（以上の２筆について次の図に示す部分に限る。）、
2195、字五斗蒔裏2197、2198-１、2199、2202-１
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法 
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画  
で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（ ｢次の図｣ 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置い
て縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第307号
　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の規定により、平成26年４月１日付けで次のとおり栃
木県立岡本台病院、栃木県立がんセンター及びとちぎリハビリテーションセンターの料金に係る未収金及び手
数料に係る未収金の徴収事務を委託したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第
１項の規定により告示する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託事務の内容
　栃木県病院事業の設置等に関する条例（昭和41年栃木県条例第51号）第４条に規定する料金（駐車料金を
除く。）に係る未収金及び栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）別表第１の125の項に規定する手
数料に係る未収金の徴収事務
２　委託を受けた者の主たる事務所の所在地及び名称
⑴　主たる事務所の所在地
　　東京都千代田区麹町四丁目７番２号Daiwa麹町４丁目ビル３階
⑵　名称　　　
　　弁護士法人鈴木康之法律事務所
３　委託期間
　　平成26年４月１日から平成27年３月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第308号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年６月24日から同年７月24日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　佐野環状線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

270
前 佐野市植下町字新若宮4001-５から

佐野市若宮上町字若宮上２-１まで 12.0 159.5

後 佐野市植下町字新若宮4001-５から
佐野市若宮上町字若宮上２-１まで 12.0 ～ 15.0 159.5

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第309号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年６月24日から同年７月24日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

219 一 般 県 道
松 田 葉 鹿 線

足利市松田町707-１から
足利市松田町707-１まで 平成26年６月24日

219 一 般 県 道
松 田 葉 鹿 線

足利市松田町380-１から
足利市松田町379-４まで 平成26年６月24日

270 一 般 県 道
佐 野 環 状 線

佐野市植下町字新若宮4001-５から
佐野市若宮上町字若宮上２-１まで 平成26年６月24日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

合 同 訓 令

栃 木 県

栃 木 県 公 営 企 業

栃 木 県 教 育 委 員 会 　 訓 令 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会

栃 木 県 監 査 委 員

栃 木 県 議 会

知 事 部 局 　

労 働 委 員 会 事 務 局 　

企 業 局 　

教 育 委 員 会 事 務 局 　

学 校 以 外 の 教 育 機 関 　

人 事 委 員 会 事 務 局 　

監 査 委 員 事 務 局 　

議 会 事 務 局 　

　 ね ん り ん ピ ッ ク 栃 木 二 〇 一 四 栃 木 県 実 施 本 部 設 置 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 四 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

栃 　 　 木 　 　 県 　 　 教 　 　 育 　 　 委 　 　 員 　 　 会 　 　
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栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 　 田 　 　 村 　 　 澄 　 　 夫 　 　

栃 木 県 代 表 監 査 委 員 　 　 石 　 　 﨑 　 　 　 　 　 均 　 　

栃 木 県 議 会 議 長 　 　 螺 　 　 良 　 　 昭 　 　 人 　 　

　 　 　 ね ん り ん ピ ッ ク 栃 木 二 〇 一 四 栃 木 県 実 施 本 部 設 置 規 程

　 （ 設 置 ）

第 一 条 　 第 二 十 七 回 全 国 健 康 福 祉 祭 と ち ぎ 大 会 に 関 す る 事 務 を 円 滑 に 処 理 す る た め 、 ね ん り ん ピ ッ ク 栃 木 二 〇

一 四 栃 木 県 実 施 本 部 （ 以 下 「 実 施 本 部 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

　 （ 組 織 ）

第 二 条 　 実 施 本 部 は 、 実 施 本 部 長 、 実 施 副 本 部 長 及 び 実 施 本 部 付 を も っ て 組 織 す る 。

　 （ 実 施 本 部 長 ）

第 三 条 　 実 施 本 部 の 長 は 、 実 施 本 部 長 （ 以 下 「 本 部 長 」 と い う 。 ） と し 、 知 事 を も っ て 充 て る 。

２ 　 本 部 長 は 、 実 施 本 部 を 代 表 し 、 そ の 事 務 を 総 理 す る 。

　 （ 実 施 副 本 部 長 ）

第 四 条 　 実 施 本 部 に 、 実 施 副 本 部 長 （ 以 下 「 副 本 部 長 」 と い う 。 ） を 置 き 、 副 知 事 を も っ て 充 て る 。

２ 　 副 本 部 長 は 、 本 部 長 を 補 佐 し 、 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 本 部 長 が 定 め た 順 序 で 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。

　 （ 実 施 本 部 付 ）

第 五 条 　 実 施 本 部 に 、 実 施 本 部 付 （ 以 下 「 本 部 付 」 と い う 。 ） を 置 き 、 知 事 部 局 本 庁 の 各 部 長 、 会 計 局 長 、 企

業 局 長 、 教 育 長 、 人 事 委 員 会 事 務 局 長 、 監 査 委 員 事 務 局 長 、 労 働 委 員 会 事 務 局 長 及 び 議 会 事 務 局 長 並 び に 保

健 福 祉 部 次 長 を も っ て 充 て る 。

２ 　 本 部 付 は 、 実 施 本 部 の 事 務 の う ち 本 部 長 か ら 特 に 命 ぜ ら れ た も の を 処 理 す る 。

　 （ 部 ）

第 六 条 　 実 施 本 部 に 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 部 を 置 き 、 そ の 分 掌 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。

２ 　 部 に 部 長 を 置 き 、 本 部 長 が 別 に 定 め る 職 員 を も っ て 充 て る 。

３ 　 部 長 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 部 の 事 務 を 総 括 し 、 所 属 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

　 （ 班 ）

第 七 条 　 実 施 本 部 に 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 部 ご と に 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 班 を 置 き 、 そ の 分 掌 事 務 は 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

２ 　 班 に 班 長 及 び 班 員 を 置 き 、 そ れ ぞ れ 本 部 長 が 別 に 定 め る 職 員 を も っ て 充 て る 。

３ 　 班 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 班 の 事 務 を 掌 理 す る 。

４ 　 班 員 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 班 の 担 任 事 務 に 従 事 す る 。

　 （ 庶 務 ）

第 八 条 　 実 施 本 部 の 庶 務 は 、 保 健 福 祉 部 ね ん り ん ピ ッ ク 推 進 室 に お い て 処 理 す る 。

　 （ 委 任 ）

第 九 条 　 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 実 施 本 部 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 六 年 十 月 七 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ）

部 分 掌 事 務

総 務 部 一 　 実 施 本 部 に 係 る 事 務 の 総 括 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

二 　 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 不 測 の 事 態 へ の 対 応 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 警 備 、 防 災 及 び 通 信 に 関

す る こ と 。

五 　 実 施 本 部 に 係 る 事 務 で 他 部 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。
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広 報 部 一 　 交 流 大 会 成 績 の 記 録 等 の 収 集 及 び 整 理 に 関 す る こ と 。

二 　 広 報 、 調 査 、 報 道 及 び 記 者 会 見 に 関 す る こ と 。

招 待 部 一 　 招 待 者 に 関 す る こ と 。

二 　 お 成 り に 関 す る こ と 。

三 　 大 会 役 員 に 関 す る こ と 。

式 典 部 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 式 典 の 進 行 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 選 手 団 、 出 演 者 及 び 入 場 者 の 受 付 、 案 内 、 整

理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 の 維 持 管 理 及 び 美 化 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 の 会 場 に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

医 療 衛 生 部 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 医 療 救 護 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 食 品 環 境 衛 生 対 策 に 関 す

る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 弁 当 引 換 所 の 運 営 に 関 す る こ と 。

交 通 輸 送 部 一 　 選 手 団 、 出 演 者 及 び 入 場 者 の 輸 送 及 び 案 内 に 関 す る こ と 。

二 　 選 手 団 の 歓 迎 に 関 す る こ と 。

三 　 バ ス 乗 降 所 に お け る 利 用 者 の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 の 会 場 に お け る 駐 車 場 の 管 理 並 び に そ の 利 用 者 の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導

に 関 す る こ と 。

五 　 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド に 係 る 駐 車 場 の 管 理 並 び に そ の 利 用 者 の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導

に 関 す る こ と 。

イ ベ ン ト 交 流 部 一 　 イ ベ ン ト （ マ ロ ニ エ プ ラ ザ 、 県 庁 、 総 合 文 化 セ ン タ ー 及 び オ リ オ ン ス ク エ ア に お

け る も の に 限 る 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 　 イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 出 演 者 及 び 入 場 者 の 受 付 、 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る

こ と 。

三 　 イ ベ ン ト の 会 場 の 維 持 管 理 及 び 美 化 に 関 す る こ と 。

別 表 第 二 （ 第 七 条 関 係 ）

部 班 分 掌 事 務

総 務 部 総 務 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 実 施 本 部 に 係 る 事 務 の 総 括 並 び に 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調

整 に 関 す る こ と 。

三 　 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

四 　 不 測 の 事 態 へ の 対 応 に 関 す る こ と 。

五 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 通

信 の 管 理 に 関 す る こ と 。

六 　 他 部 及 び 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

警 備 防 災 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 警

備 及 び 防 災 に 関 す る こ と 。

広 報 部 記 録 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 交 流 大 会 成 績 の 記 録 等 の 収 集 及 び 整 理 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト （ イ ベ ン ト 交 流 部 の 部 総 合

文 化 セ ン タ ー 班 の 項 第 三 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） の 会 場 の

入 場 者 数 の 集 計 及 び 入 場 者 に 対 す る ア ン ケ ー ト の 実 施 に 関 す

る こ と 。

五 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。
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報 道 班 一 　 記 者 会 見 に 関 す る こ と 。

二 　 報 道 関 係 資 料 の 作 成 、 整 理 及 び 配 布 に 関 す る こ と 。

三 　 報 道 員 席 及 び 報 道 用 取 材 施 設 の 管 理 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 取

材 調 整 及 び 報 道 員 の 誘 導 に 関 す る こ と 。

招 待 部 招 待 者 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 招 待 者 の 受 付 、 案 内 、

誘 導 及 び 資 料 の 配 布 に 関 す る こ と 。

四 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

お 成 り 班 一 　 お 成 り に 係 る 事 務 に 関 す る こ と 。

大 会 役 員 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 大 会 役 員 の 受 付 、 案

内 、 誘 導 及 び 資 料 の 配 布 に 関 す る こ と 。

二 　 大 会 役 員 控 室 の 管 理 に 関 す る こ と 。

式 典 部 式 典 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 式 典 の 進 行 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 入 場 行 進 時 に お け る 選 手 団 の 案 内 、

整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

五 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

入 場 整 理 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 入 場 者 の 受 付 に 関 す る

こ と 。

会 場 管 理 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 案 内 所 の 運 営 に 関 す る

こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 入 場 者 の 案 内 、 整 理 及

び 誘 導 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 の 維 持 管 理 及 び 美 化 に 関 す る こ

と 。

四 　 総 合 開 会 式 の 会 場 に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

選 手 団 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 に お け る 選 手 団 の 受 付 、 案 内 、 整 理 及

び 誘 導 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 に お け る 選 手 団 の 荷 物 預 り 所 の 運 営 に

関 す る こ と 。

出 演 者 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 に お け る 出 演 者 の 受 付 、 案 内 、 整 理 及

び 誘 導 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 に お け る 出 演 者 の 控 所 の 管 理 に 関 す る

こ と 。

医 療 衛 生 部 医 療 救 護 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 医

療 救 護 に 関 す る こ と 。

四 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

衛 生 ・ 弁 当 管 理 班 一 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 及 び イ ベ ン ト の 会 場 に お け る 食

品 環 境 衛 生 対 策 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 開 会 式 ・ 閉 会 式 の 会 場 に お け る 弁 当 引 換 所 の 運 営 に 関

す る こ と 。
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公 告
　　　○栃木県情報公開条例の運用状況の公表

交 通 輸 送 部 運 行 管 理 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 選 手 団 、 出 演 者 及 び 入 場 者 の 輸 送 バ ス の 運 行 管 理 に 関 す る

こ と 。

四 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

歓 迎 案 内 班 一 　 宇 都 宮 駅 等 に お け る 選 手 団 の 歓 送 迎 及 び 案 内 所 の 運 営 に 関

す る こ と 。

乗 降 誘 導 班 一 　 輸 送 バ ス 等 に よ り 移 動 す る 選 手 団 の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に

関 す る こ と 。

二 　 宇 都 宮 駅 に お け る シ ャ ト ル バ ス 利 用 者 の 案 内 、 整 理 及 び 誘

導 に 関 す る こ と 。

三 　 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド に 係 る 駐 車 場 の 管 理 並 び に そ の 利 用 者

の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

四 　 イ ベ ン ト の 会 場 に お け る シ ャ ト ル バ ス 利 用 者 の 案 内 、 整 理

及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

駐 車 場 班 一 　 総 合 開 会 式 の 会 場 に お け る 駐 車 場 の 管 理 並 び に そ の 利 用 者

の 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

イ ベ ン ト 交 流 部 マ ロ ニ エ プ ラ ザ 班 一 　 部 内 の 庶 務 に 関 す る こ と 。

二 　 部 内 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

三 　 マ ロ ニ エ プ ラ ザ に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

四 　 マ ロ ニ エ プ ラ ザ に お け る イ ベ ン ト の 出 演 者 及 び 入 場 者 の 受

付 、 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

五 　 マ ロ ニ エ プ ラ ザ に お け る イ ベ ン ト の 会 場 の 維 持 管 理 及 び 美

化 に 関 す る こ と 。

六 　 部 内 の 他 班 の 事 務 に 属 さ な い 事 項 に 関 す る こ と 。

県 庁 班 一 　 県 庁 に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 　 県 庁 に お け る イ ベ ン ト の 出 演 者 及 び 入 場 者 の 受 付 、 案 内 、

整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

三 　 県 庁 に お け る イ ベ ン ト の 会 場 の 維 持 管 理 及 び 美 化 に 関 す る

こ と 。

総 合 文 化 セ ン タ ー 班 一 　 総 合 文 化 セ ン タ ー に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 　 総 合 文 化 セ ン タ ー に お け る イ ベ ン ト の 出 演 者 及 び 入 場 者 の

受 付 、 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

三 　 総 合 文 化 セ ン タ ー に お け る イ ベ ン ト （ 本 部 長 が 必 要 と 認 め

る も の に 限 る 。 ） の 入 場 者 数 の 集 計 及 び 入 場 者 に 対 す る ア ン

ケ ー ト の 実 施 に 関 す る こ と 。

四 　 総 合 文 化 セ ン タ ー に お け る イ ベ ン ト の 会 場 の 維 持 管 理 及 び

美 化 に 関 す る こ と 。

オ リ オ ン ス ク エ ア 班 一 　 オ リ オ ン ス ク エ ア に お け る イ ベ ン ト の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 　 オ リ オ ン ス ク エ ア に お け る イ ベ ン ト の 出 演 者 及 び 入 場 者 の

受 付 、 案 内 、 整 理 及 び 誘 導 に 関 す る こ と 。

三 　 オ リ オ ン ス ク エ ア に お け る イ ベ ン ト の 会 場 の 維 持 管 理 及 び

美 化 に 関 す る こ と 。

（ ね ん り ん ピ ッ ク 推 進 室 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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　栃木県情報公開条例（平成11年栃木県条例第32号）第33条の規定により平成25年度の運用状況を次のとおり
公表する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公文書開示請求の決定等の状況
⑴　請求の件数

区 分 件 数

個 人 856

法 人 1,637

任 意 の 団 体 15

合 計 2,508

⑵　請求に係る対象公文書数

実 施 機 関 件 数

知

事

総 合 政 策 部 17

経 営 管 理 部 271

県 民 生 活 部 19

環 境 森 林 部 556

保 健 福 祉 部 435

産 業 労 働 観 光 部 22

農 政 部 203

県 土 整 備 部 8,976

会 計 局 ７

企 業 局 24

小 計 10,530

教 育 委 員 会 86

選 挙 管 理 委 員 会 162

人 事 委 員 会 ５

監 査 委 員 －

公 安 委 員 会 16

警 察 本 部 長 267

労 働 委 員 会 －

収 用 委 員 会 －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 －

合 計 11,066

⑶　請求に係る対象公文書の決定等の状況

区 分 件 数

決 開 示 9,825

部 分 開 示 1,161



（569）栃 木 県 公 報 第2591号平成26年６月24日　火曜日

非 開 示 ５

存 否 応 答 拒 否 ４

定 不 存 在 68

却 下 ３

取 下 げ 等 －

合 計 11,066

２　不服申立ての処理状況
（単位：件）

不 服 申 立 て
の 件 数

処 理 状 況

決 定
取 下 げ 等 審 理 中

却 下 棄 却 一 部 認 容 全 部 認 容

10 － １ － － １ ８

３　情報の公表及び提供

実 施 機 関 県 民 プ ラ ザ の
閲 覧 用 行 政 資 料 数 行 政 資 料 の 有 償 頒 布 数

知

事

総 合 政 策 部 440 325

経 営 管 理 部 495 38

県 民 生 活 部 358 323

環 境 森 林 部 314 220

保 健 福 祉 部 658 438

産 業 労 働 観 光 部 344 31

農 政 部 519 107

県 土 整 備 部 368 492

会 計 局 57 －

企 業 局 18 －

小 計 3,571 1,974

教 育 委 員 会 407 371

選 挙 管 理 委 員 会 56 ５

人 事 委 員 会 46 －

監 査 委 員 14 －

公 安 委 員 会 － －

警 察 本 部 長 61 －

労 働 委 員 会 11 －

収 用 委 員 会 ９ －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 － －

合 計 4,175 2,350

　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県個人情報保護条例の運用状況の公表
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　栃木県個人情報保護条例（平成13年栃木県条例第３号）第56条の規定により平成25年度の運用状況を次のと
おり公表する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　個人情報開示請求等の決定等の状況
⑴　請求の件数（簡易開示に係るものを除く。）

（単位：件）　　　　　　　　　　　　　　　

区 分 開 示 請 求

本 人 72

法 定 代 理 人 ４

そ の 他 －

合 計 76

注　訂正請求及び利用停止請求については、請求がなかったため省略する（以下同じ。）。
⑵ 請求に係る対象公文書数

（単位：件）　　　　　　　　　　　　　　　

実 施 機 関 開 示 請 求

知

事

総 合 政 策 部 －

経 営 管 理 部 10

県 民 生 活 部 ５

環 境 森 林 部 22

保 健 福 祉 部 27

産 業 労 働 観 光 部 １

農 政 部 －

県 土 整 備 部 １

会 計 局 －

企 業 局 －

小 計 66

議 会 －

教 育 委 員 会 12

選 挙 管 理 委 員 会 －

人 事 委 員 会 －

監 査 委 員 －

公 安 委 員 会 ２

警 察 本 部 長 82

労 働 委 員 会 －

収 用 委 員 会 －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 －

合 計 162
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⑶　開示請求に係る対象公文書の決定等の状況

区 分 件 数

決

定

開 示 46

部 分 開 示 103

非 開 示 １

存 否 応 答 拒 否 ２

不 存 在 ５

却 下 ５

取 下 げ 等 －

合 計 162

２　不服申立ての処理状況
（単位：件）

不 服 申 立 て
の 件 数

処 理 状 況

決 定
取 下 げ 等 審 理 中

却 下 棄 却 一 部 認 容 全 部 認 容

２ － ２ － － － －

３　簡易開示の対象試験等数及び開示件数

実 施 機 関 対 象 試 験 等 数 実 施 試 験 等 数 件 数

知

事

総 合 政 策 部 － － －

経 営 管 理 部 ２ － －

県 民 生 活 部 － － －

環 境 森 林 部 １ １ －

保 健 福 祉 部 12 11 214

産 業 労 働 観 光 部 ７ ６ 62

農 政 部 ６ ４ －

県 土 整 備 部 － － －

会 計 局 － － －

企 業 局 － － －

小 計 28 22 276

議 会 － － －

教 育 委 員 会 ２ ２ 7,717

選 挙 管 理 委 員 会 － － －

人 事 委 員 会 ８ ８ 432

監 査 委 員 － － －

公 安 委 員 会 － － －

警 察 本 部 長 － － －

労 働 委 員 会 － － －
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収 用 委 員 会 － － －

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 － － －

合 計 38 32 8,425

４　個人情報取扱事務登録の件数

実 施 機 関 件 数

知

事

総 合 政 策 部 35

経 営 管 理 部 63

県 民 生 活 部 100

環 境 森 林 部 148

保 健 福 祉 部 290

産 業 労 働 観 光 部 86

農 政 部 113

県 土 整 備 部 119

会 計 局 ８

企 業 局 10

小 計 972

議 会 ８

教 育 委 員 会 107

選 挙 管 理 委 員 会 24

人 事 委 員 会 ７

監 査 委 員 ４

公 安 委 員 会 ４

警 察 本 部 長 145

労 働 委 員 会 11

収 用 委 員 会 ３

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ４

合 計 1,289

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成26年６月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

二 宮 中 部
土地改良区

理　事 栃本　一男 真岡市石島934-１ 25.８.31

〃 石崎明二郎 　〃　〃　613-２ 〃
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理　事 仁平　静夫 真岡市石島609 25.８.31

〃 池田　　清 筑西市樋口５ 〃

〃 篠原甚一郎 篠原甚一郎 真岡市石島670 〃 26.４.19

〃 石崎　　武 石崎　　武 　〃　〃　899 〃 〃

〃 添野　敏郎 添野　敏郎 　〃　大根田328 〃 〃

〃 野澤東洋男 野澤東洋男 　〃　　〃　1362 〃 〃

〃 添野　久司 添野　久司 　〃　　〃　416 〃 〃

〃 佐藤　利夫 佐藤　利夫 　〃　　〃　562 〃 〃

〃 海老原宏至 海老原宏至 　〃　沖421-１ 〃 〃

〃 土井　安明 土井　安明 　〃　〃76-３ 〃 〃

〃 仁平　孝昭 　〃　石島910 〃

〃 藤木　　功 　〃　〃　656 〃

〃 野村　　秀 　〃　〃　889-５ 〃

〃 野中　　明 筑西市樋口34 〃

監　事 野村　克海 野村　克海 真岡市石島862 25.８.31 〃

〃 隺見　壽世 隺見　壽世 　〃　大根田440-２ 〃 〃

〃 荒井　勝男 荒井　勝男 筑西市樋口324-２ 〃 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

議 会
      　○栃木県議会情報公開条例の運用状況の公表
　栃木県議会情報公開条例（平成12年栃木県条例第１号）第30条の規定により平成25年度の運用状況を次のと
おり公表する。
　　平成26年６月24日

栃木県議会議長　　螺　　良　　昭　　人　　
１　公文書開示請求等の決定等の状況
⑴　請求の件数

区 分 件 数

個 人 ７

法 人 －

任 意 の 団 体 －

合 計 ７

⑵　請求に係る対象公文書の決定等の状況

区 分 件 数

決 開 示 ６

部 分 開 示 －

非 非 開 示 －

開 存 否 応 答 拒 否 －
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定 示 不 存 在 １

未 決 定 －

取 下 げ 等 －

合 計 ７

２　不服申立ての処理状況
　　該当なし
　───────────────────────────────────────────────


